
  
 

一

   

特 定 秘 密 の 保 護 に 関 す る 法 律 案 に 対 す る 修 正 案

 

 

特 定 秘 密 の 保 護 に 関 す る 法 律 案 の 一 部 を 次 の よ う に 修 正 す る 。

 

 

目 次 中 「 第 二 十 一 条 」 を 「 第 二 十 二 条 」 に 、 「 第 二 十 二 条 ― 第 二 十 六 条 」 を 「 第 二 十 三 条 ― 第 二 十 七 条 」

に 改 め る 。

 

 

第 一 条 中 「 安 全 保 障 」 の 下 に 「 （ 国 の 存 立 に 関 わ る 外 部 か ら の 侵 略 等 に 対 し て 国 家 及 び 国 民 の 安 全 を 保 障

す る こ と を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。

 

 

第 三 条 第 一 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

 

  

た だ し 、 内 閣 総 理 大 臣 が 第 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 者 の 意 見 を 聴 い て 政 令 で 定 め る 行 政 機 関 の 長 に つ い

て は 、 こ の 限 り で な い 。

 

 

第 三 条 第 二 項 中 「 附 則 第 四 条 」 を 「 附 則 第 五 条 」 に 改 め る 。

 

 

第 四 条 第 三 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

 

３

 

指 定 の 有 効 期 間 は 、 通 じ て 三 十 年 を 超 え る こ と が で き な い 。

 

 

第 四 条 第 四 項 を 同 条 第 七 項 と し 、 同 条 第 三 項 の 次 に 次 の 三 項 を 加 え る 。

 



 

  
 

二

４
 

前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 政 府 の 有 す る そ の 諸 活 動 を 国 民 に 説 明 す る 責 務 を 全 う す る 観 点 に 立 っ て も 、

な お 指 定 に 係 る 情 報 を 公 に し な い こ と が 現 に 我 が 国 及 び 国 民 の 安 全 を 確 保 す る た め に や む を 得 な い も の で

あ る こ と に つ い て 、 そ の 理 由 を 示 し て 、 内 閣 の 承 認 を 得 た 場 合 （ 行 政 機 関 が 会 計 検 査 院 で あ る と き を 除 く 。 ）

は 、 行 政 機 関 の 長 は 、 当 該 指 定 の 有 効 期 間 を 、 通 じ て 三 十 年 を 超 え て 延 長 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 情 報 を 除 き 、 指 定 の 有 効 期 間 は 、 通 じ て 六 十 年 を 超 え る こ と が で き な い 。

 

 

一

 

武 器 、 弾 薬 、 航 空 機 そ の 他 の 防 衛 の 用 に 供 す る 物 （ 船 舶 を 含 む 。 別 表 第 一 号 に お い て 同 じ 。 ）

 

 

二

 

現 に 行 わ れ て い る 外 国 （ 本 邦 の 域 外 に あ る 国 又 は 地 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 政 府 又 は 国 際 機 関 と の

交 渉 に 不 利 益 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 情 報

 

 

三

 

情 報 収 集 活 動 の 手 法 又 は 能 力

 

 

四

 

人 的 情 報 源 に 関 す る 情 報

 

 

五

 

暗 号

 

 

六

 

外 国 の 政 府 又 は 国 際 機 関 か ら 六 十 年 を 超 え て 指 定 を 行 う こ と を 条 件 に 提 供 さ れ た 情 報

 

 

七

 

前 各 号 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 情 報 に 準 ず る も の で 政 令 で 定 め る 重 要 な 情 報

 



  
 

三

５
 

行 政 機 関 の 長 は 、 前 項 の 内 閣 の 承 認 を 得 よ う と す る 場 合 に お い て は 、 当 該 指 定 に 係 る 特 定 秘 密 の 保 護 に

関 し 必 要 な も の と し て 政 令 で 定 め る 措 置 を 講 じ た 上 で 、 内 閣 に 当 該 特 定 秘 密 を 提 示 す る こ と が で き る 。

 

６

 

行 政 機 関 の 長 は 、 第 四 項 の 内 閣 の 承 認 が 得 ら れ な か っ た と き は 、 公 文 書 等 の 管 理 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二

十 一 年 法 律 第 六 十 六 号 ） 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 指 定 に 係 る 情 報 が 記 録 さ れ た 行 政 文 書 フ

ァ イ ル 等 （ 同 法 第 五 条 第 五 項 に 規 定 す る 行 政 文 書 フ ァ イ ル 等 を い う 。 ） の 保 存 期 間 の 満 了 と と も に 、 こ れ

を 国 立 公 文 書 館 等 （ 同 法 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 国 立 公 文 書 館 等 を い う 。 ） に 移 管 し な け れ ば な ら な い 。

 

 

第 九 条 中 「 （ 本 邦 の 域 外 に あ る 国 又 は 地 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 削 る 。

 

 

第 十 条 第 一 項 中 「 第 四 条 第 三 項 後 段 及 び 」 を 「 第 四 条 第 五 項 、 」 に 改 め 、 「 前 条 ま で 」 の 下 に 「 及 び 第 十

八 条 第 四 項 後 段 」 を 加 え 、 「 こ と が で き る 」 を 「 も の と す る 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 と し て 」 の 下 に 「 、

イ に 掲 げ る 業 務 に あ っ て は 附 則 第 十 条 の 規 定 に 基 づ い て 国 会 に お い て 定 め る 措 置 、 イ に 掲 げ る 業 務 以 外 の 業

務 に あ っ て は 」 を 加 え る 。

 

 

第 十 八 条 の 見 出 し 中 「 運 用 基 準 」 を 「 運 用 基 準 等 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 政 府 」 を 「 内 閣 総 理 大 臣 」 に 、

「 聴 か な け れ ば 」 を 「 聴 い た 上 で 、 そ の 案 を 作 成 し 、 閣 議 の 決 定 を 求 め な け れ ば 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 二 項



 

  
 

四

を 加 え る 。

 
３

 

内 閣 総 理 大 臣 は 、 毎 年 、 第 一 項 の 基 準 に 基 づ く 特 定 秘 密 の 指 定 及 び そ の 解 除 並 び に 適 性 評 価 の 実 施 の 状

況 を 前 項 に 規 定 す る 者 に 報 告 し 、 そ の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。

 

４

 

内 閣 総 理 大 臣 は 、 特 定 秘 密 の 指 定 及 び そ の 解 除 並 び に 適 性 評 価 の 実 施 の 状 況 に 関 し 、 そ の 適 正 を 確 保 す

る た め 、 第 一 項 の 基 準 に 基 づ い て 、 内 閣 を 代 表 し て 行 政 各 部 を 指 揮 監 督 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 内 閣 総 理 大 臣 は 、 特 定 秘 密 の 指 定 及 び そ の 解 除 並 び に 適 性 評 価 の 実 施 が 当 該 基 準 に 従 っ て 行 わ れ て い

る こ と を 確 保 す る た め 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 行 政 機 関 の 長 （ 会 計 検 査 院 を 除 く 。 ） に 対 し 、 特 定

秘 密 で あ る 情 報 を 含 む 資 料 の 提 出 及 び 説 明 を 求 め 、 並 び に 特 定 秘 密 の 指 定 及 び そ の 解 除 並 び に 適 性 評 価 の

実 施 に つ い て 改 善 す べ き 旨 の 指 示 を す る こ と が で き る 。

 

 

第 二 十 六 条 第 一 項 中 「 第 二 十 二 条 」 を 「 第 二 十 三 条 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 第 二 十 三 条 」 を 「 第 二 十 四

条 」 に 、 「 第 二 十 四 条 」 を 「 第 二 十 五 条 」 に 改 め 、 同 条 を 第 二 十 七 条 と す る 。

 

 

第 二 十 五 条 中 「 第 二 十 二 条 第 三 項 」 を 「 第 二 十 三 条 第 三 項 」 に 、 「 第 二 十 三 条 第 二 項 」 を 「 第 二 十 四 条 第

二 項 」 に 、 「 第 二 十 二 条 第 一 項 」 を 「 第 二 十 三 条 第 一 項 」 に 、 「 第 二 十 三 条 第 一 項 」 を 「 第 二 十 四 条 第 一 項 」



  
 

五

に 改 め 、 同 条 を 第 二 十 六 条 と す る 。

 

 

第 二 十 四 条 第 一 項 中 「 第 二 十 二 条 第 一 項 」 を 「 第 二 十 三 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 第 二 十 二 条 第

二 項 」 を 「 第 二 十 三 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 二 十 五 条 と す る 。

 

 

第 二 十 三 条 第 一 項 中 「 人 を 欺 き 」 を 「 外 国 の 利 益 若 し く は 自 己 の 不 正 の 利 益 を 図 り 、 又 は 我 が 国 の 安 全 若

し く は 国 民 の 生 命 若 し く は 身 体 を 害 す べ き 用 途 に 供 す る 目 的 で 、 人 を 欺 き 」 に 改 め 、 同 条 を 第 二 十 四 条 と す

る 。

 

 

第 二 十 二 条 第 二 項 中 「 第 四 条 第 三 項 後 段 」 を 「 第 四 条 第 五 項 」 に 、 「 又 は 第 十 条 」 を 「 、 第 十 条 又 は 第 十

八 条 第 四 項 後 段 」 に 、 「 同 条 第 一 項 第 一 号 ロ 」 を 「 第 十 条 第 一 項 第 一 号 ロ 」 に 改 め 、 同 条 を 第 二 十 三 条 と す

る 。

 

 

第 六 章 中 第 二 十 一 条 を 第 二 十 二 条 と し 、 第 二 十 条 を 第 二 十 一 条 と し 、 第 十 九 条 を 第 二 十 条 と し 、 第 十 八 条

の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

 

 

（ 国 会 へ の 報 告 等 ）

 

第 十 九 条

 

政 府 は 、 毎 年 、 前 条 第 三 項 の 意 見 を 付 し て 、 特 定 秘 密 の 指 定 及 び そ の 解 除 並 び に 適 性 評 価 の 実 施



 

  
 

六

の 状 況 に つ い て 国 会 に 報 告 す る と と も に 、 公 表 す る も の と す る 。

 

 

附 則 第 一 条 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

 

  

た だ し 、 第 十 八 条 第 一 項 及 び 第 二 項 （ 変 更 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 並 び に 附 則 第 九 条 及 び 第 十 条 の 規 定 は 、

公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

 

 

附 則 第 七 条 中 「 第 四 条 及 び 第 五 条 」 を 「 第 三 条 、 第 五 条 及 び 第 六 条 」 に 改 め 、 同 条 を 附 則 第 八 条 と し 、 附

則 第 六 条 を 附 則 第 七 条 と し 、 附 則 第 五 条 を 附 則 第 六 条 と す る 。

 

 

附 則 第 四 条 中 「 こ の 法 律 の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 」 を 「 施 行 日 」

に 改 め 、 同 条 を 附 則 第 五 条 と す る 。

 

 

附 則 第 三 条 を 附 則 第 四 条 と し 、 附 則 第 二 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

 

 

（ 施 行 後 五 年 を 経 過 し た 日 の 翌 日 以 後 の 行 政 機 関 ）

  

第 三 条

 

こ の 法 律 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） か ら 起 算 し て 五 年 を 経 過 し た 日 の 翌 日 以 後 に お け

る 第 二 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 掲 げ る 機 関 」 と あ る の は 、 「 掲 げ る 機 関 （ こ の 法 律 の 施 行 の

日 以 後 同 日 か ら 起 算 し て 五 年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 、 次 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 特 定 秘 密 （ 附 則



  
 

七

第 五 条 の 規 定 に よ り 防 衛 大 臣 が 特 定 秘 密 と し て 指 定 を し た 情 報 と み な さ れ る 場 合 に お け る 防 衛 秘 密 を 含 む 。

以 下 こ の 条 に お い て 単 に 「 特 定 秘 密 」 と い う 。 ） を 保 有 し た こ と が な い 機 関 と し て 政 令 で 定 め る も の （ そ

の 請 求 に 基 づ き 、 内 閣 総 理 大 臣 が 第 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 者 の 意 見 を 聴 い て 、 同 日 後 特 定 秘 密 を 保 有 す

る 必 要 が 新 た に 生 じ た 機 関 と し て 政 令 で 定 め る も の を 除 く 。 ） を 除 く 。 ） 」 と す る 。

 

 

附 則 に 次 の 二 条 を 加 え る 。

 

 

（ 指 定 及 び 解 除 の 適 正 の 確 保 ）

 

第 九 条

 

政 府 は 、 行 政 機 関 の 長 に よ る 特 定 秘 密 の 指 定 及 び そ の 解 除 に 関 す る 基 準 等 が 真 に 安 全 保 障 に 資 す る

も の で あ る か ど う か を 独 立 し た 公 正 な 立 場 に お い て 検 証 し 、 及 び 監 察 す る こ と の で き る 新 た な 機 関 の 設 置

そ の 他 の 特 定 秘 密 の 指 定 及 び そ の 解 除 の 適 正 を 確 保 す る た め に 必 要 な 方 策 に つ い て 検 討 し 、 そ の 結 果 に 基

づ い て 所 要 の 措 置 を 講 ず る も の と す る 。

 

 

（ 国 会 に 対 す る 特 定 秘 密 の 提 供 及 び 国 会 に お け る そ の 保 護 措 置 の 在 り 方 ）

 

第 十 条

 

国 会 に 対 す る 特 定 秘 密 の 提 供 に つ い て は 、 政 府 は 、 国 会 が 国 権 の 最 高 機 関 で あ り 各 議 院 が そ の 会 議

そ の 他 の 手 続 及 び 内 部 の 規 律 に 関 す る 規 則 を 定 め る 権 能 を 有 す る こ と を 定 め る 日 本 国 憲 法 及 び こ れ に 基 づ



 

  
 

八

く 国 会 法 等 の 精 神 に の っ と り 、 こ の 法 律 を 運 用 す る も の と し 、 特 定 秘 密 の 提 供 を 受 け る 国 会 に お け る そ の

保 護 に 関 す る 方 策 に つ い て は 、 国 会 に お い て 、 検 討 を 加 え 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の

と す る 。

 

 

別 表 第 一 号 ホ 中 「 （ 船 舶 を 含 む 。 チ 及 び リ に お い て 同 じ 。 ） 」 を 削 り 、 同 表 第 二 号 ハ 中 「 収 集 し た 」 の 下

に 「 国 民 の 生 命 及 び 身 体 の 保 護 、 領 域 の 保 全 若 し く は 国 際 社 会 の 平 和 と 安 全 に 関 す る 重 要 な 情 報 又 は 」 を 加

え 、 「 そ の 他 の 重 要 な 情 報 」 を 削 り 、 同 表 第 三 号 ロ 及 び 第 四 号 ロ 中 「 収 集 し た 」 の 下 に 「 国 民 の 生 命 及 び 身

体 の 保 護 に 関 す る 重 要 な 情 報 又 は 」 を 加 え 、 「 又 は 」 を 「 若 し く は 」 に 改 め 、 「 そ の 他 の 重 要 な 情 報 」 を 削

る 。

 

 


